
 

４．災 害 対 策
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（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 政策企画局・都市整備局・建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

これまで東京は、災害に度々襲われ、新型コロナウイルスなど感染症の脅威に

もさらされてきた。今後も、大規模な風水害や地震、火山噴火、新たな感染症の

流行などがいつ起きてもおかしくはなく、これらが複合的に発生するリスクもあ

る。 

令和５年３月のＩＰＣＣ報告書では、風水害などの災害の増加・激甚化の引き

金となる気温上昇の可能性が改めて示されている。 

また、令和４年５月に公表した東京都の新たな首都直下地震等の被害想定で

も、自然災害のリスクが改めて確認された。加えて、令和２年の国の報告で、富

士山の大規模噴火時には、首都東京においてもインフラ等に甚大な被害が発生す

るとされている。 

こうした災害の危機に直面する中にあっても、都は、都民の生命と暮らしを守

り、首都東京の機能や経済活動を維持するため、令和４年 12 月に「ＴＯＫＹＯ強

靭化プロジェクト」を始動した。令和５年 12 月には、危機への備えを更にレベル

アップした「ＴＯＫＹＯ強靭化プロジェクト upgrade Ⅰ」を公表した。 

また、「2050 東京戦略」（令和７年３月策定）に掲げた都市の強靭化等の戦略

を推進・加速するため、自然災害に加え、今後一層厳しくなる暑さや地政学リス

クの高まりなど、都を取り巻く状況変化も踏まえ、プロジェクトを強化・アップ

グレードしていくこととしている。 

本プロジェクトでは、100 年先も安心できる東京を目指し、風水害や地震など

東京が直面する危機に対して、ハード・ソフト両面から実効性の高い施策を展開

するという方針の下、都が取り組むべき事業を取りまとめている。 

本プロジェクトの事業規模は、2040 年代までの総額で 17 兆円、当初 10 年間で

７兆円を見込んでいる。首都である東京が災害に対して強靱
じん

化を図ることは、東

京を守ることだけにとどまらず、日本全体を災害に強くするためにも重要である

ことを踏まえ、長期にわたる本プロジェクトを推進していくために必要な財源を、

安定的・継続的に確保する必要がある。加えて、プロジェクトの着実な推進に向

け、大規模水害対策の推進を目的とした各種事業の柔軟な運用など、必要な制度

の拡充や創設などが重要である。 

また、大規模なインフラ整備等の実施に当たっては、受注者側である建設業の

人材確保が重要である。国土交通省の「持続可能な建設業に向けた環境整備検討

会」の資料によると、建設業は現場の急速な高齢化と若者離れが深刻化する中、

１ ＴＯＫＹＯ強靭化プロジェクトの推進【最重点】 

「ＴＯＫＹＯ強靭化プロジェクト」を推進するために必要な財源を

確保し、東京に必要額を確実に配分するとともに、必要な制度の拡

充や創設、人材の確保に向けた取組を進めること。 
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将来の担い手の確保が急務であるとされている。これは、本プロジェクトだけで

なく、公共事業や民間の発注を含め、東京はもとより日本全体にとっても重要な

課題である。 

今後、都民の安全・安心を確保できる、強靱
じん

で持続可能な都市を実現するため、

こうした課題に対応しながら、本プロジェクトに位置付けた様々な新規・拡充事

業を着実に実施していかなければならない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）「ＴＯＫＹＯ強靭化プロジェクト」の推進に向けて、大規模な風水害や地

震、火山噴火などの対策に必要な財源を安定的・継続的に確保し、東京に必

要額を確実に配分するとともに、大規模水害対策の推進を目的とした各種事

業の柔軟な運用など、必要な制度の拡充や創設を行うこと。 

（２）「ＴＯＫＹＯ強靭化プロジェクト」に位置付けた事業の着実な実施に向け、

建設業における働き方改革の推進など、インフラ整備の担い手となる人材の

中長期的な確保に向けた取組を強化すること。 

 

参  考 

 

【ＴＯＫＹＯ強靭化プロジェクトの事業規模】 

（１）総事業規模（概算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事業規模（概算）の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総事業規模（概算） 

  うち当初10年間 

17 兆円 7 兆円 

区 分 
事業規模（概算）の内訳 

  うち当初 10 年間 

激甚化する風水害から都民を守る 7.1 兆円 2.0 兆円 

大地震があっても「倒れない・燃

えない・助かる」まちをつくる 
9.6 兆円 3.8 兆円 

噴火が起きても都市活動を維持す

る 
2.1 兆円 0.6 兆円 

災害時の電力・通信・データ不安

を解消する 
1.4 兆円 1.3 兆円 

感染症にも強いまちをつくる 0.7 兆円 0.4 兆円 

※本プロジェクトの推進に必要な、2040 年代までの事業規模を示している。 

※一部の事業は完了が 2040 年代を越えるものがある。 

※「ＴＯＫＹＯ強靭化プロジェクト upgrade Ⅰ」公表時点での事業規模であり、 

 今後変更が生じる可能性がある。 

 

※複数の危機に対する事業があるため、合計は総事業規模と一致しない。 
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２ 首都直下地震等への備え【最重点】 
１ 首都直下地震対策の具体的な推進 

（提案要求先 内閣官房・内閣府・国土交通省） 
（都所管局 総務局・政策企画局） 

 

＜現状・課題＞ 

政治・経済の機能が高度に集積する首都・東京において、首都直下地震等の災

害に備えることは、東京を守ることだけにとどまらず、日本全体を災害に強くす

るためにも重要である。令和４年５月に都が公表した「首都直下地震等による東

京の被害想定」では、最大規模の被害を想定した場合で、都内だけでも建物被害

19 万棟以上、死者６千人以上など、甚大な被害が見込まれる。都は、こうした被

害想定を受け、令和５年５月に修正した「東京都地域防災計画震災編」において、

2030 年までに、首都直下地震等による人的・物的被害をおおむね半減させるとい

う減災目標を設定し、その実現に向けた防災対策の充実強化に取り組んでいる。    

また、大規模災害時に都庁の代替施設として、国の立川広域防災基地等との緊

密に連携できるよう、多摩地域において新たな防災拠点の整備を進めている。 

国においては、平成 25 年 12 月、首都直下地震が発生した場合において首都中

枢機能の維持を図るとともに、首都直下地震による災害から国民の生命、身体及

び財産を保護することを目的として、首都直下地震対策特別措置法（平成 25 年法

律第 88 号。以下「法」という。）が施行された。平成 26 年３月には法に基づく首

都直下地震緊急対策推進基本計画（以下「基本計画」という。）が閣議決定される

とともに、平成 27 年３月には基本計画が変更され、首都中枢機能の継続性の確保

や膨大な人的・物的被害への対応等に関し、今後 10 年間で達成すべき減災目標と

ともに、当該目標を達成するための施策に係る具体目標と所管省庁等が定められ

た。しかし、依然として当該目標の達成に向けて国として責任を持って取り組む

具体的な施策が明確になっていない。 

さらに法では、緊急対策区域又は首都中枢機能維持基盤整備等地区に指定され

た区市町村を含む都県は地方緊急対策実施計画や首都中枢機能維持基盤等整備計

画、特定緊急対策事業推進計画（以下「地方計画等」という。）を作成することが

（１）首都直下地震等の災害から住民の生命と財産を守るとともに、 

首都機能への打撃を最小限にとどめるため、首都直下地震対策

特別措置法に基づく取組に対して、財政上の措置を講じるなど、

首都直下地震対策を具体的に推進すること。 

（２）首都中枢機能を継続していくため、首都直下地震に備えた首

都圏内における代替機能の確保・強化及び発災時の活用につい

て、着実に取組を進めること。 
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できるとされているものの、地方計画等に位置付けられた首都直下地震対策に対

する国の具体的な財政上の措置等は図られていない。 

また、国は、令和５年 12 月に「首都直下地震対策検討ワーキンググループ」を

設置し、防災対策の進捗状況の確認や被害想定の見直し、新たな防災対策につい

て検討しているところであるが、首都中枢機能の継続に当たっては、平時から代

替機能を確保し、これらを発災時に活用することによって行われるべきである。

その際、発災時に可能な限り迅速かつ確実に機能する体制を構築するためには、

物理的・時間的にも近接な首都圏内の拠点を活用すべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）首都直下地震をはじめとする災害から首都圏 3,500 万人の住民の生命と財

産を守るとともに、国の政治経済の中枢機能への打撃を最小限にとどめるた

め、基本計画に位置付けられた膨大な人的・物的被害への対応や首都中枢機

能の継続性の確保に関し、国が責任を持って取り組む施策を明確にし、着実

に実施すること。 

（２）地方計画等に位置付けられた、都をはじめ地方自治体が進める首都直下地

震対策に対して、具体的な財政上の措置等を講じること。 

（３）首都中枢機能を継続していくため、首都直下地震に備えた首都圏内におけ

る代替機能の確保・強化及び発災時の活用について、着実に取組を進めるこ

と。 
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２ 国土強靱
じん

化の推進 

（提案要求先 内閣官房） 

（都所管局 総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

 平成 25 年 12 月に施行された、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防

災・減災等に資する国土強靱
じん

化基本法（平成 25 年法律第 95 号）において、都道

府県又は市町村は、国土強靱
じん

化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、当該都道府県又は市町村の区域における国土強靱
じん

化に関する施策の推進に関

する基本的な計画（以下「地域計画」という。）を定めることができるとされてい

る。都は様々な自然災害から都民や首都機能を守るため、東京における防災施策

の指針として「東京都国土強靱
じん

化地域計画」を平成 28 年１月に策定した。 

東京は我が国の人口の約１割が居住する大都市であるだけでなく、政治・行

政・経済などの首都機能を有する日本の心臓であり、災害時には応急対策から、

復旧・復興まで中枢機能を担わなければならない。 

災害時においても、首都機能を維持していくための取組に係る財政需要は膨大

であり、東京都は多額の事業費を計上している。その取組は東京だけのためでは

なく、日本にとって不可欠なものである。 

国は、これまで地域計画に基づき実施される取組に対する関係府省庁の補助

金・交付金等の交付に当たって、「重点化」・「一定程度配慮」を行ってきた。加え

て、地域計画に実施箇所等の具体的な内容が位置付けられた事業への「重点化」

を更に進めるとしている。一方で、首都機能はもちろん、医療機能、交通・物流

機能、情報通信機能等様々な重要機能の在り方を強靱
じん

化の観点から見直し、対策

を着実に推進することは、国家的な観点からも大きな意義と責任があり、東京都

だけがその責任を負うことは適当ではない。地域計画に位置付けられた取組に対

しては、新たな交付金の創設、新規の予算枠の創設、既存事業の補助率かさ上げ

等確実かつ具体的な財政措置を講じることが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

地域計画に位置付けられた国土強靱
じん

化の取組に対して、首都機能の維持・向上

という観点からも、新たな交付金の創設、新規の予算枠の創設、既存事業の補助

率かさ上げ等、東京都への具体的な財政措置を講じること。 

 
 

 

国土強靱
じん

化地域計画に位置付けられた強靱
じん

化の取組に対して、具

体的な財政措置を講じること。 
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（提案要求先 内閣府） 

（都所管局 総務局） 

 

 令和４年５月に都が公表した被害想定では、首都直下地震が起こった場合、都

内の避難所避難者数は約 200 万人に上ると見込まれ、都民の生命と健康を守るた

め、避難所生活の質の向上は喫緊の課題となっている。このため、都は、令和６

年度に「東京都避難所運営指針」を策定し、区市町村と連携して避難所改革に取

り組んでいる。 

避難所の運営にあたっては、簡易ベッド等の提供や清潔なトイレ環境の確保等

に加えて、女性や要配慮者の事情に応じたニーズに対する十分なサービスが提供

される必要がある。 

また、現在、災害時にも生活を継続できる防災対応力の高いマンションが普及

しており、被害が軽微であれば在宅避難が可能であることから、今後、在宅避難

を選択する都民が増加することが見込まれる。このため、在宅避難が可能かどう

かの判断が早期に実施できる環境を整備するとともに、在宅避難者への支援策も

充実・強化する必要がある。 

近年、激甚化・頻発化している自然災害への対応状況を踏まえ、国は避難所避

難や在宅避難等も含めた避難者全員が安全・安心で快適な避難生活を送れるよう、

総合的な避難者対策を推進していく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）避難所環境・運営の向上や在宅避難者等の支援、トイレ環境の確保に資す

る取組に対し、「新しい地方経済・生活環境創生交付金（地域防災緊急整備

型）」を継続・拡充するなど、一層の財政支援を行うこと。 

（２）建築に関する専門知識を有さない者が、災害時における建築物（高層建築

物を含む）の安全確認を早期かつ簡便に行えるよう「大規模地震発生直後に

おける施設管理者等による建物の緊急点検に係る指針」の見直しを図るなど、

在宅避難を選択する際の判断基準を明確に示すこと。 

３ 災害時における避難者支援の推進【最重点】 

災害時に避難者全員が安全・安心で快適な避難生活を送れるよう、

総合的な避難者対策を推進すること。 

- 81 -



（提案要求先 内閣府・総務省・財務省・国土交通省） 

（都所管局 総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京都防災会議の｢首都直下地震等による東京の被害想定報告書｣（令和４年５

月）では、帰宅困難者は約 453 万人発生すると想定している。 

首都直下地震帰宅困難者等対策協議会の調査によれば、東日本大震災において

も、鉄道の運行停止により都内で約 352 万人の帰宅困難者が発生し、多数の帰宅

困難者が駅前に滞留するなど、課題が顕在化した。首都直下地震等の大規模地震

が発生し、多くの人が帰宅を開始した場合、建物倒壊や火災などで、帰宅困難者

自身が危険にさらされるだけでなく、発災後に優先して実施していかなければな

らない救助・救護・消火活動・緊急輸送等を妨げることになりかねない。 

このため、企業や学校等における施設内待機や鉄道事業者等の利用者保護など

の一斉帰宅の抑制、行政と民間事業者の協力による一時滞在施設の確保、家族と

の安否確認や正確な情報提供に必要な情報通信基盤の整備、安全が確認された後

の代替輸送も含めた帰宅支援などの対策を強化する必要がある。 

都ではこうしたことを踏まえ、都と国で、経済団体、鉄道事業者等と横断的な

課題について検討する協議会を設置し、官民それぞれが連携して行う対策につい

て、平成 24 年９月に最終報告を取りまとめた。都は、この協議会での議論を踏ま

え、平成 25 年４月に東京都帰宅困難者対策条例（平成 24 年東京都条例第 17 号）

を施行しているが、対策はまだ道半ばである。 

内閣府は、令和４年８月に公表した「帰宅困難者対策に関する今後の対応方針」

に沿って、帰宅困難者対策の一層の実効性向上を図り、迅速かつ円滑な応急活動

を確保するための対応方策の検討結果として、令和６年７月に「大規模地震の発

生に伴う帰宅困難者等対策のガイドライン」を一部改正し、「帰宅困難者等の適

切な行動判断のための情報提供の在り方」と「一斉帰宅抑制後の帰宅場面 におけ

る再度の混乱発生の防止」の２つの観点を加えたところである。特に、民間事業

者による従業員の一斉帰宅の抑制や利用者保護の徹底とそれに必要な備蓄の推

進、民間事業者による帰宅困難者の受入促進、帰宅困難者に対する情報提供など、

広域的課題について大きな役割を果たすことは国の責務であり、国をはじめ都や

民間事業者を含めた社会全体で取り組む総合的な帰宅困難者対策を推進する必要

がある。 

また、東京都は新たな被害想定に基づき、令和５年５月に東京都地域防災計画震

災編及び東京都帰宅困難者対策実施計画を改定したところである。この中でも引

き続き帰宅困難者対策の諸課題に対応していくこととしている。 

４ 帰宅困難者対策の推進【最重点】 

大震災時に発生する帰宅困難者に対し、一斉帰宅の抑制、一時滞在

施設の確保、安否確認や情報提供のための体制整備、帰宅支援など、

総合的な帰宅困難者対策を推進すること。 

- 82 -



 

＜具体的要求内容＞ 

（１）「一斉帰宅の抑制」の観点から、従業員の施設内待機とそれに必要な３日

分の飲料水や食料等の備蓄を行うことについて、国として、民間事業者に対

する働き掛けを強化すること。 

（２）「利用者保護」の観点から、鉄道事業者や集客施設の設置者又は管理者な

どに対し、利用客の保護を図ることや、必要となる飲料水や毛布、医薬品な

どを備蓄するよう指導すること。 

 さらに、利用者を保護するために必要となる、利用者が安全に待機できる

場所や、飲料水や毛布、医薬品などを備蓄する倉庫を設置するよう強く働き

掛けること。 

（３）「一時滞在施設の確保」の観点から、以下の措置を講じること。 

① 自治体が民間事業者の協力を得ることの障害を取り除くため、法改正を

行い、首都圏だけでなく全国共通の「発災時の損害賠償責任が事業者に及

ばない制度」の創設を国として早期に実現すること。 

② 国の庁舎及び関係機関の所有又は管理する施設について、発災時に、都

や区市町村の要請により、帰宅困難者の一時滞在施設として使用できる施

設を確保するとともに、飲料水や食料等の備蓄、情報通信体制の整備、非

常用電源等の確保など、運営体制の整備を行うこと。 

③ 今後の民間が担う一時滞在施設において不可欠な帰宅困難者用の３日分

の飲料水及び食料等の備蓄が実施できるよう、財政措置を講じること。そ

の際は、民間事業者の負担を可能な限り軽減すること。 

④ 一時滞在施設に協力をした民間事業者に対し、法人税の軽減などの税制

措置を行うこと。 

（４）「迅速な安否確認と正確な情報提供」の分野では、災害時に強い通信基盤

の整備や、帰宅困難者が必要とする情報を迅速かつ的確に提供するための体

制づくりについて、早期に実現すること。 

（５）「帰宅支援」について、要配慮者の特別搬送に関するマニュアルの策定や

鉄道運行の早期復旧を図れる体制づくりなどオペレーションに係る検討を

進めること。 

 

 参  考 

 

○ 一時滞在施設確保状況（令和７年１月現在） 

【施 設 数】1,281 か所 

（国等 29、都立 223、区市町村 314、民間 715） 

【受入人数】約 47.8 万人※ 

（国等 約 1.5 万人、都立約 9.0 万人、区市町村 約 10.7 万人、民間 約 26.6 万

人） 

※66 万人の都内需要者数(屋外で被災した行き場のない帰宅困難者。本数値

は令和４年５月に試算。)に対し、約 72％ 
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（提案要求先 気象庁） 

（都所管局 総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

 首都直下地震については切迫性が高く、東京都防災会議の｢首都直下地震等によ

る東京の被害想定報告書｣（令和４年５月）では、マグニチュード７クラスの地震

が今後 30 年以内に発生する確率は 70 パーセント程度と推定されている。 

また、同報告書で発表した首都直下地震の被害想定では、都心南部直下地震の

場合、死者 6,148 人と、甚大な被害をもたらすことが想定されている。 

緊急地震速報は、こうした被害の軽減に有効であるが、原理的にＰ波とＳ波の

到達時間の差を利用していることから、震源に近いところ（おおむね 30ｋｍ以内）

では速報が間に合わないといった限界がある。 

気象庁では、新しい観測技術の導入や大深度地震計を含む新たな地震観測網の

取り込み等の構想を平成 26 年度に打ち出し、平成 28 年 12 月にＩＰＦ法導入、平

成 30 年３月にＰＬＵＭ法の運用開始、令和元年６月に日本海溝海底地震津波観測

網（S-net）の観測データの活用開始、令和２年３月には S-net の全６系統 150

カ所の観測点を追加、令和５年９月には改良を加えたＩＰＦ法の運用を開始した。

また、人工知能の活用検討等、技術的・設備的改良や南海トラフ海底地震津波観

測網（N-net）の活用検討を進めているが、時間的猶予が少ない直下型地震に関し

ては、速報性の更なる改善が必要である。 

なお、気象業務法の規定により、地震動により重大な災害が起こるおそれのあ

る際に発表する、「緊急地震速報（警報）」は気象庁のみが発表できるとされて

おり、首都直下地震対策特別措置法においても、首都直下地震に関する観測及び

測量のための施設等の整備については、国の努力事項と規定されている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）発生した地震をより迅速・正確に観測できるよう地震観測点を増設し、島

しょ地域も含めた首都圏の地震観測網をより一層充実させること。 

（２）観測された地震の情報を即時に分析し、大きな地震動が予想される地域及

び震度をより迅速・正確に推定するなど、予測技術の更なる改善を推進する

こと。 

５ 緊急地震速報の改善 

緊急地震速報について、首都直下地震等に対応できるよう発表の

迅速性と予想精度向上のための取組を早急に行うこと。 
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参  考 

 

（１）緊急地震速報の種類について  

緊急地震速報には、利用者のニーズに合わせて「緊急地震速報（警報）」 

と「緊急地震速報（予報）」の２種類がある。 

・緊急地震速報（警報） 

最大震度５弱以上または最大長周期地震動階級が３以上の揺れが予想された

ときに、強い揺れ(震度４以上)が予想される地域に対し、地震動により重大な

災害が起こるおそれのある旨を警告して発表する。 

・緊急地震速報（予報） 

最大震度３以上の揺れが予想されたとき、またはマグニチュード 3.5 以上と

推定されたとき等に発表する。 

 

（２）緊急地震速報（警報）の発表主体について 

気象庁は、平成 19 年 10 月１日の一般提供開始当初、緊急地震速報を、気象

業務法第 11 条に基づく観測成果の発表として提供していたが、その後同法を

改正し、地震動（地震による揺れ）に関する警報・予報と位置付けた（平成 19

年 12 月１日施行）。 

その際、発表する名称については、引き続き「緊急地震速報」を用いること

とし、警報を「緊急地震速報、あるいは緊急地震速報（警報）」、予報を「緊

急地震速報（予報）」と定めている。 

これにより、緊急地震速報(警報)は、気象庁以外のものによる発表が禁じら

れるとともに、ＮＨＫに放送の義務がそれぞれ規定された。 

 

（３）首都直下地震対策特別措置法における記述 

 

（地震観測施設等の整備） 

第三十五条  国は、首都直下地震に関する観測及び測量のための施設等の整

備に努めなければならない。  

 

（４）ＩＰＦ法について 

気象庁が平成 28 年 12 月 14 日から運用を開始した、緊急地震速報の技術的な

改善手法の一つであり、緊急地震速報の震源決定や地震判定において、より信

頼性を向上させた震源の推定手法である。 

 

（５）ＰＬＵＭ法について 

気象庁が平成 30 年３月 22 日から運用を開始した、緊急地震速報の技術的な

改善手法の一つであり、巨大地震の震源から遠い地域での震度予測において、

精度を向上させた震度の推定手法である。 
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（６）日本海溝海底地震津波観測網（S-net）について 

  国立研究開発法人防災科学研究所（以下「防災科研」という。）が保有する

東日本太平洋沖の地震津波観測網であり、気象庁が防災科研と連携し、S-net

の観測データを緊急地震速報に活用することで、東日本太平洋沖で発生する地

震に対して緊急地震速報発表の迅速化が期待され、令和元年６月 27 日から運

用を開始した。 

なお、運用開始当初は S-net の観測点のうち、日本海溝より陸側の観測点の

データを活用していたが、令和２年３月 24 日から、日本海溝より東側の観測

点のデータも活用している。（全 6 系統 150 ヵ所） 

 

（７）人工知能と物理モデルを組み合わせたハイブリッド予測手法について 

 防災科研が進める「地震・津波予測技術の戦略的高度化」のプロジェクト研

究にて、人工知能(ＡＩ)と物理モデルに基づく地震動予測式を組み合わせたハ

イブリッド予測手法を新たに開発した。この成果をもとに研究をさらに進める

ことにより、将来の地震災害に備えるための地震ハザード評価や地震発生直後

の緊急地震速報の精度向上につながることが期待されている。 

 

（８）南海トラフ海底地震津波観測網（N-net）について 

 南海トラフ地震の想定震源域のうち観測網が設置されていない西側の海域 

（高知県沖から日向灘）に整備中のケーブル式海底地震津波観測システムで、

沖合システムと沿岸システムから構成される。令和 6 年 7 月に整備完了した

N-net 沖合システムについて、18 地点に設置した地震計及び津波計による観測

を行っている。 
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（提案要求先 内閣官房・内閣府・文部科学省・気象庁・海上保安庁・国土地理院） 

（都所管局 総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

 島しょ地域に暮らす住民等の命を守るため、地震・津波等の観測体制の強化や、

最新の知見やデータに基づく被害のリスク評価、迅速かつ適切な情報提供体制の

整備を行うことが極めて重要である。 

短時間で到達する津波により、東京都の島しょ地域に甚大な被害を及ぼすと想

定される南海トラフ地震は、今後 30 年以内の発生確率が 80％程度とされており、

加えて、令和６年８月には「臨時情報（巨大地震注意）」が初めて発令されると

もに、国の「南海トラフ巨大地震対策ワーキンググループ」の報告書では、時間

差を置いて発生する地震等への対応の強化が位置付けられるなど、津波防災の推

進は喫緊の課題である。 

令和５年 10 月９日に発生した鳥島近海を震源とする地震に伴う津波では、八

丈島や神津島では漁船等の転覆等の被害が発生した。この地震のマグニチュード

は不明とされており、八丈島において津波が観測された後に、津波注意報が発表

された。過去にも伊豆諸島で同様の津波が観測されているが、この海域には地震

・津波観測の空白域が存在している。 

また、津波による浸水想定を行う際、国土交通省による「津波浸水想定の設定

の手引き」では、最も解像度が高い国土交通大臣等による航空レーザ測量の結果

等を活用することが基本とされているが、航空レーザ測量による地形データがな

い島しょ地域の一部では、地形図の等高線を基にした高さの精度が低い基盤地図

情報によるため、誤差が大きくなる恐れがある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）住民等の避難に必要となる地震や津波の情報を、迅速かつ適切に提供する

ため、広大な観測の空白域となっている八丈島と父島の間の地震・潮位観測

機器設置や伊豆諸島における潮位観測機器の充実など、地震・津波等の観測

体制の強化を図ること。 

（２）地震・津波等の観測体制の強化に加え、南海トラフ地震をはじめとする地

６ 地震・津波等に係る観測体制等の強化 

（１）住民等の避難に必要となる地震や津波の情報を、迅速かつ適

切に提供するため、地震・津波等の観測体制を強化すること。 

（２）地震や津波の情報が観測された場合は、あらゆる手段を用い

て、適時・適切に情報提供を行う体制を整備すること。 

（３）全ての島しょ地域における地形データについて、航空レーザ

ー測量を導入するなど、高精度化を進めること 
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震や津波の情報が観測された場合は、住民等の迅速な避難につながるよう、

あらゆる手段を用いて、適時・適切に情報提供を行う体制を整備すること。 

   また、引き続き、地震や津波に関する情報を適時・適切に自治体や関係機

関に提供すること。 

（３）全ての島しょ地域における地形データについて、航空レーザー測量を導入

するなど、高精度化を進めること 
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（提案要求先 内閣府・国土交通省） 

（都所管局 住宅政策本部・総務局・生活文化局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京都においては、約 900 万人の都民がマンション等の共同住宅に居住してお

り、マンションが主要な居住形態として広く普及している。そのため、マンショ

ン等の防災力の向上は喫緊の課題であり、東京都地域防災計画震災編（令和５年

５月修正）において新たにマンションの防災力向上を明記した。 

一般的にマンションは、災害に対して強靱
じん

な構造物であるが、東日本大震災の

際には、建物自体が損傷を受けていなくても、停電により給水ポンプやエレベー

ターが停止し、在宅避難が継続不能となる事態が発生した。 

また、高層階ほど家具の転倒・落下等が多く発生する傾向が見られた。マンシ

ョン防災に関連する制度としては、マンションの管理の適正化の推進に関する法

律（平成 12 年法律第 149 号）の改正により創設され、令和４年４月に開始された

管理計画認定制度（以下「認定制度」という。）や、東京とどまるマンション情

報登録・閲覧制度などの自治体独自の制度がある。 

また、一部の自治体では、避難所として協定を締結したマンションによる設備

設置やコミュニティ形成などの取組に対して支援を行っている。 

令和５年８月に公表された「今後のマンション政策のあり方に関する検討会 

とりまとめ」（国土交通省）においては、マンションの防災対策が十分でないこ

とや地域との関わりも十分確保されていないことなどから、管理計画認定制度に

おける自治体独自の基準として防災活動などを定めている事例について他の自治

体への展開を進めるとともに、全国的な基準として位置付けることも視野に認定

基準の在り方を検討するとされた。 

その後、令和６年６月に公表された「標準管理規約の見直し及び管理計画認定

制度のあり方に関するワーキンググループとりまとめ」（国土交通省）では、管

理計画認定基準の見直し等に向けて、まずは「管理組合や区分所有者において取

組を進めるべき防災対策の例」をマンション関係者に対して広く周知を行い、そ

の後、更なる分析等を進めつつ、将来的に管理計画認定基準への反映について検

討を行うとされた。しかし、管理計画認定制度の対象として、新築マンションを

拡充する制度改正について改正法が成立したところであるが、防災対策について

の検討は進展が見られない。 

発災時に適切な防災行動を取り得るマンションを増やし、被災後も住民が安心

して在宅避難等を継続していくためには、早急に防災上の備えを推進する必要が

あり、積極的に防災に取り組むマンションがより評価される市場環境の整備にも

７ マンション防災の推進【最重点】 

マンションにおける防災力向上のため、日頃の備えや地域との連

携等の重要性について普及啓発を強化すること。また、管理計画認

定制度の拡充や財政支援などを行うこと。 
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取り組んでいく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）エレベーター停止、トイレ使用不可等のマンション特有の課題も踏まえた

日頃の備えや、災害時の共助を促進するための地域との連携等の重要性につ

いて、国として、普及啓発の取組を強化すること。 

（２）防災に係る計画の作成・周知や訓練の実施の取組を必須項目とするなど、

認定制度における防災上の視点を高めるよう早期に制度を拡充するととも

に、管理計画認定等を取得したマンションが行う非常用発電設備、エレベー

ター、給排水・トイレ、備蓄等の防災対策に対して財政的な支援を行うこと。 

また、こうした防災に積極的に取り組むマンションがより評価される市場

の形成に取り組むこと。 

（３）エレベーター等の迅速な点検、復旧のため、業界団体と連携した技術者確

保や自治体間の相互支援体制の強化を支援すること。  

（４）災害時の共助を促進するため、マンション内及び地域コミュニティとのつ

ながりの形成に資する支援を強化すること。 
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８ 災害医療体制の充実 

（提案要求先 内閣府・厚生労働省） 

（都所管局 保健医療局） 

 

＜現状・課題＞ 

 都はこれまで、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）に規定する東京都地

域防災計画に基づき災害拠点病院として 84 病院を指定するとともに、救命救急セ

ンター等 28 病院に東京ＤＭＡＴを整備し、1,000 人を超える隊員の養成を行い、

震災のみならず、都市型災害等の大規模災害に対応できる体制整備を進めてきた。 

 一方、国においては、「災害医療等のあり方に関する検討会」の報告（平成 23

年 10 月 31 日厚生労働省）により、被災地外から参集したＤＭＡＴに必要な物資

の提供や移動手段の確保、関係機関の連携体制の構築に向けた地域災害医療対策

会議の設置支援などが示されたが、災害医療体制の整備における国の役割や責任

を明らかにしていない。 

 特に、ＤＭＡＴについて、都では、東京消防庁連携隊の編成など、災害現場で

活動する東京ＤＭＡＴ活動の安全確保策等を講じているところであるが、国が定

めるＤＭＡＴ活動は、十分な安全確保策が図られていない。 

 さらに、国は、都道府県が航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）を設置するこ

ととし、都に対しては都内３か所の候補地にＳＣＵを設置するよう求めているが、

東京国際空港、基幹的広域防災拠点（有明の丘地区）及び陸上自衛隊立川駐屯地

の３か所とも設置運営について関係省庁間で十分な調整が図られていない。広域

的な災害対策であることから、国が責任を持って対策を講じるべきである。 

 このほかにも、災害時における船舶を活用した医療提供体制整備に係る更なる

検討や、個人情報保護を踏まえた診療記録の保持、共有など広域的な連携につい

て、国が主体となって進める必要がある。 

 また、国の通知を受け、都は広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）への

全病院登録が完了したが、災害時に医療機関が被災状況等の入力を迅速に行うた

めには、入力内容や操作等に関する研修を行う必要があるところ、国はこれまで、

都道府県担当者に対する研修しか実施してこなかった。ＥＭＩＳは、令和７年度

から新たなシステムに移行しており、災害時に迅速かつ適切に医療救護活動を行

うためには、医療機関を含めた全ての利用者の操作習熟が喫緊の課題となってい

都道府県が地域の実情を踏まえた災害医療体制を構築できるよ

う、全国一律の画一的な基準を設定することなく、地方自治体の自

主性及び自立性に基づく取組についても、国の責任において必要な

財政支援を行うこと。 

また、災害時の効果的な広域支援の在り方について具体的に検討

し、国の責任と役割を明確にすること。  
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る。 

 災害拠点病院の指定要件については、燃料の確保や病院の機能を維持するため

の水、衛星通信回線の確保や食料・飲料水・医薬品等の備蓄を３日間程度とする

ことが示されているが、拠点病院においてこれらの要件を満たすための体制整備

を行う際の国からの支援策は講じられていない。 

 加えて、災害拠点病院は災害時における患者の多数発生時（入院患者について

は通常時の２倍、外来患者については通常時の５倍程度を想定）に対応可能なス

ペース等を有することが望ましいとされているため、国土交通省の「災害時拠点

強靭化緊急促進事業」を活用し整備をしている。しかし、備蓄倉庫を国の補助金

等を活用して整備することなどが事業要件となっているため、補助金を活用でき

る災害拠点病院は限られており、整備促進を図れない。 

 地震等の災害時には、災害拠点病院を中心に多くの傷病者を受け入れることに

なるが、新型コロナウイルス感染症の長期に渡る流行を踏まえた新興・再興感染

症まん延下における災害時の医療提供体制について、必要な対策等は示されてい

ない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１） 災害医療体制の充実に向け、全国からＤＭＡＴなどの医療チームが参集し

た場合に必要な資器材や搬送手段の確保について国の役割と責任を明確化す

るとともに、地方自治体が地域の実情に応じた取組を行うことができるよう、

熱傷をはじめ災害時に想定される重症者の治療に必要な医薬品・資器材等の

備蓄、地域災害医療対策会議の設置準備等に対して補助制度の充実を図るこ

と。 

（２） 広域的に被災地支援を行うＤＭＡＴ活動については、「病院支援及び地域

医療搬送」と「現場活動」を明確に区別し、特に災害現場において消防機関

等による安全管理を徹底するとともに、広域的に被災地支援を行うＤＭＡＴ

隊員の安全性を十分に確保すること。 

（３） 東京国際空港、基幹的広域防災拠点（有明の丘地区）及び陸上自衛隊立川

駐屯地において航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）を設置運営できるよう

に、内閣府等と調整すること。 

（４） 災害時の船舶の活用については、実行性ある取組となるよう、引き続き国

が主体となって検討を行うこと。また、災害現場等で用いられている緊急時

の診療記録について、災害発生時や大規模イベントでの多数傷病者発生時に

円滑に使用できるよう、法的な位置付けや運用上の課題等に関する整理を行

い、制度を整えること。 

（５） 医療機関などが災害時に迅速で確実な情報の入力ができるよう、国の責任

において、新たなＥＭＩＳに係る研修等を十分に実施すること。 

（６） 災害拠点病院における災害時用の燃料や病院の機能を維持するための水

の確保、通信回線や食料等の備蓄に要する経費について、財政支援を行うこ

と。 

（７） 災害医療体制の強化を図れるよう、災害時拠点強靭
じん

化緊急促進事業の事業

要件を見直すこと。 
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（８） 新興・再興感染症まん延下における災害時の医療提供体制について、必要

な対策を示すとともに、都道府県が地域の実情に応じて柔軟に体制整備に取

り組むことができるようにすること。 
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１ 災害時における安定的な燃料供給体制の確立 

（提案要求先 内閣府・資源エネルギー庁） 

（都所管局 総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

東日本大震災では、宮城、茨城、千葉等の６製油所が稼動を停止し、平常時の

約３割に相当する処理能力が失われ、石油事業者は、他地域の製油所の稼働率を

引き上げるなどにより対応したが、計画停電や道路の通行止め等の影響により、

東京都も含め、局地的な燃料不足が生じた。 

国は、石油の備蓄の確保等に関する法律（昭和 50 年法律第 96 号）を平成 24

年 11 月に改正し、災害時における国家備蓄の放出や石油元売会社に対する災害時

石油供給連携計画の作成・届出を義務付けるなど体制の強化を図った。また、平

成 28 年４月に発生した熊本地震の経験を踏まえて、自家発電機の導入を支援する

ことにより、災害時において地域の石油製品の供給拠点となる「住民拠点ＳＳ」

の整備を進めてきた。さらに、近年相次いで発生した災害での課題を踏まえ、様

々な燃料確保施策を推進している 

都は、給油所事業者との契約による燃料備蓄とともに、災害時石油供給連携計

画に積極的に関与することで、災害拠点病院等の災害対策上重要な施設の燃料確

保を進めることとし、平成 27 年５月に、資源エネルギー庁、石油連盟等との連携

体制を構築するため「大規模災害時における石油燃料の確保に関する連絡協議会」

を設置した。 

今後、首都直下地震などが発生した場合、燃料供給が確実に確保されないと、

都内は大きく混乱し、都民生活に支障を来すとともに、復旧・復興の妨げになる

ことが懸念されることから、体制の一層の充実が必要となる。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）大規模災害発生時においては、国は、国家備蓄及び民間備蓄の活用、災害

時石油供給連携計画の適切な運用等により、燃料供給体制を確保すること。 

（２）都民生活への影響を極力抑えるため、都が燃料を備蓄している東京都指定

給油所をはじめ、国が整備する住民拠点ＳＳ等に対して継続的に燃料供給を

行うこと。 

（３）あわせて、都民の生活に直結する重要な施設（災害拠点病院をはじめとす

る医療施設、上下水道施設、警察・消防施設、交通施設など）へ継続的に燃

料が供給されるよう、都との連携を更に強化するなど、体制を整備・運用す

ること。 

９ 災害時における安定的な燃料供給体制の確立 

大規模災害が発生した場合でも、都民の生活に直結する重要な施

設へ安定的に燃料が供給されるよう、都と連携し、体制を強化・運

用すること。 
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２ 医療機関の電力と水の確保に対する支援 
（提案要求先 厚生労働省） 

（都所管局 保健医療局） 

 
＜現状・課題＞ 
 近年の大規模な自然災害では、医療機関において、停電や地震による揺れ、断

水、浸水、暴風等により病院機能に支障を来すなど医療提供体制に大きな影響を

受ける災害が相次いで発生している。 
 様々な検査機器、生命維持装置が稼動している医療機関にとって、電力不足に

よる診療機能の低下は、患者の生命維持そのものを脅かす事態に直結するもので

ある。 
 また、人工透析や創洗浄、器材洗浄、厨房、便所等多くの水を必要とする医療

機関にとって、災害時における断水は、診療の継続を極めて困難にするものである。 

 都は、大規模災害発生時等の電力不足に対応するため、平成 23 年度から平成

25 年度までにかけて病院及び診療所を対象とした自家発電機の整備に係る補助

を実施した。令和元年度からは、災害拠点病院とそれを補完する役割を担う災害

拠点連携病院を対象に、自家発電機の浸水対策及び地震の揺れ対策に係る補助を

実施し、令和２年度からは自家発電機等の新設や増設についても補助対象として

実施している。災害拠点病院・災害拠点連携病院以外の病院に対しても、令和４

年度には、ウクライナ危機を契機とした電力需給のひっ迫に備えるため、自家発

電設備の整備に係る補助を実施し、令和６年度からは自家発電設備等の浸水対策

に必要な経費を補助している。さらに、病院ごとの状況を踏まえた浸水対策が図

られるよう、浸水想定区域に所在する全ての病院を対象に、浸水対策計画の策定

に向けた設計コンサルタント等の活用を支援している。 
 国は、災害時に備え燃料や水等を備蓄するよう求めているが、都内の医療機関

は、敷地が狭あいで地価も高いため、燃料等の備蓄場所の確保等が困難な場合も

多い。東京の地域特性を踏まえた、災害時に燃料等が確実に供給される対策が必

要である。 
 また、国は医療計画策定指針において、風水害が生じた際の被災を軽減するた

め、止水板の設置等の浸水対策の実施を、災害拠点病院については義務、その他

の病院については努力義務としたが、都内では区部を中心に、水害発生時に大規

模かつ長期の被害が想定される低地帯が広がっており、医療機関における浸水対

策の実施に多額の費用を要する。 
 国は、災害拠点病院や救命救急センター等一部の病院を対象に、自家発電機及

び受水槽の整備、止水板の設置などの経費を支援しているが、十分な整備を行う

には補助基準額が不足している。災害時に発生する多くの患者に対応するために

は、医療機関が機能を維持しその役割を果たすことが重要であることから、災害

時に全ての医療機関の診療機能を確保できるよう、国の責任において必要な補助

大規模災害発生時に、医療機関が診療機能に支障を来さないよう、

電力と水の確保についての具体的支援策を講じること。 
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基準額を設定するなど実効性のある支援策を講じるべきである。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）大規模災害発生時等の電力不足に医療機関が的確に対応できるよう、国は

適切・正確な情報を提供すること。 
（２）近年の豪雨災害などによる浸水や停電等の影響を踏まえ、災害拠点病院の

ほか、自家発電機の設置や増設、移設、止水板の設置などを検討する全ての

医療機関が十分な対策を行えるよう補助制度の充実を図るとともに、地震の

揺れ対策についても施策を講じること。 
（３）全ての医療機関の自家発電機等の燃料や水については、東京の地域特性を

踏まえ、国の責任において確保するとともに、確実に供給するための体制を

整備すること。 
（４）地震や風水害等の自然災害に備え、受水槽の設置や増設、移設などを検討

する全ての医療機関が十分な対策を行えるよう補助制度の充実を図ること。 
（５）風害や落雷などを含めたあらゆる災害時において傷病者へ確実に医療を提

供できるよう、体制確保に必要な整備費補助を創設すること。 
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（提案要求先 内閣府） 

（都所管局 福祉局） 

 

＜現状・課題＞ 

 被災者生活再建支援制度については、平成 19 年 11 月の法令改正により、被災

者生活再建支援金の支給要件である年齢及び所得制限の撤廃による対象世帯の拡

大や、使途を限定した上で実費額を支給する方式から、使途を限定しない定額渡

し切り方式への変更など、被災者の生活支援の充実に向けて一定の見直しが図ら

れた。 

 しかし、その原資は都道府県が相互扶助の観点を踏まえ拠出した被災者生活再

建支援基金のみである。支援金の負担割合については、東日本大震災では特例的

な措置として国が 10 分の８、地方が 10 分の２となったものの、現行制度では、

国、地方とも２分の１となっている。政治・経済の中心地である東京を中心とし

た首都圏に、首都直下地震等大規模災害が発生した場合には、支出は兆単位に上

ることが見込まれ、現行制度で対応することは困難である。 

 大規模災害からの復興に関する法律（平成 25 年法律第 55 号）においても、「別

に法律で定めるところにより、特定大規模災害からの復興のための財政上の措置

その他の措置を速やかに講ずるもの」とされている。 

 また、現行制度では、住宅の全壊被害を受けた世帯が地域内で一定数以上発生

したことが要件となっており、同じ災害で被災しても被災者生活再建支援法（平

成 10 年法律第 66 号）が適用されない地域が生じるなど、被災者の生活再建のニ

ーズに即した仕組みとなっていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 被災者生活再建支援基金では対応困難な大規模な災害が発生した場合には、国

の全額負担による新たな支援制度を構築すること。 

また、制度の構築に当たっては、被災者の生活再建のニーズに即したものとす

ること。 

１０ 大規模災害時における被災者の生活再建支援

制度の在り方 

被災者生活再建支援基金では対応困難な大規模な災害が発生した

場合には、国の全額負担による新たな支援制度を構築すること。 

また、制度の構築に当たっては、被災者の生活再建のニーズに即

したものとすること。 
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１ 災害に係る住家の被害認定に関する措置 

（提案要求先 内閣府） 

（都所管局 総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

 令和６年１月１日に発生した能登半島地震においては、石川県内で 11 万５千棟

を超える住家被害が生じている。こうした大規模な災害が発生した際には、被災

者の一日でも早い生活再建につなげるため、住家被害認定調査を速やかに実施し、

各種支援の基となる罹災証明書を円滑に交付することが極めて重要である。 

 被害認定に当たっては、家屋の外観、傾き、屋根・外壁等の部位ごとに損害程

度と損傷割合を算定の上、家屋全体の被害程度を判定しているが、国の示す方法

では、損害程度を判定する方法が複雑であり、認定できる件数が限られる。国は、

大規模災害の都度、住家被害認定の迅速化に係る事務連絡を発出して調査の簡略

化を図っているが、こうした簡略化された住家被害認定の判定方法を全ての地震

災害に適用することはもとより、更なる見直しを行い、罹災証明書の交付を加速

させる必要がある。さらには、認定する職員の知識・経験の差により判定結果に

ばらつきが生じ、調整に時間を要しており、こうした調査業務に最新技術などを

活用する必要がある。 

令和４年５月に都が公表した「首都直下地震等による東京の被害想定」では、

最大規模の被害を想定した場合で、都内における建物被害が 19 万棟以上になるな

ど、住家被害は甚大になることが見込まれている。被災者の円滑な生活再建のた

めには、判定方法の簡略化に加え、全壊から一部損壊までの六つに細かく区分さ

れた現在の被害認定基準について、被災者の視点に立って抜本的に見直すことが

求められる。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）住家被害認定の判定方法について、徹底して簡略化すること。加えて、衛

星画像やドローン、デジタルツイン、ＡＩなどの最新技術の活用を国が主導

し、認定業務を速やかに実施できるようにすること。 

（２）住家被害認定の判定基準について、建て替えの要否を判定基準にする等、

抜本的に見直すこと。 

１１ 被災者支援の充実及び迅速化に向けた措置 

  【最重点】 

現在の住家被害認定の判定方法について、徹底して簡略化するとと

もに、判定基準を抜本的に見直すこと。 
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２ 災害時の応急措置に伴う倒壊家屋等の除去等の推進 

（提案要求先 内閣府） 

（都所管局  総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

災害対策基本法第 64 条第２項では、市町村長は当該市町村の地域に係る災害

が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施する

ため緊急の必要があると認めるときは、現場の災害を受けた工作物又は物件の除

去その他必要な措置を講ずることができる旨を規定している。 

しかし、必要な措置を講ずるための条件が不明確であり、建物所有者との訴訟

リスクなどが存在することから、市町村長が除去等を判断することが困難となっ

ている。 

能登半島地震では、多くの家屋が倒壊する被害が発生したが、首都直下地震等

による東京の被害想定では、最大建物被害は約 19.4 万棟にも及ぶと見込まれてお

り、倒壊した家屋等を適時に除去できない場合、救出救助活動の大きな妨げとな

り、被害が拡大するおそれがある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

災害対策基本法第 64 条第２項に基づく倒壊家屋等の除去等に当たり、具体的

な判断基準や除去等の範囲を明確に示すこと。 

 

 

救出救助活動の妨げとなる倒壊家屋等の除去等に当たり、その判

断基準や範囲を明確に示すこと。 
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３ 倒壊家屋等公費解体・撤去の推進 

（提案要求先 環境省） 

（都所管局  環境局） 

 

＜現状・課題＞ 

 公費解体制度は、災害による被害が甚大である場合、生活環境保全上の支障の

除去、二次災害の防止及び被災者の生活再建支援を図り、被災地の迅速な復旧・

復興を図るための措置として、区市町村が所有者に代わって家屋等の解体・撤去

を行うものである。 

 しかし、公費解体は、所有者からの申請に基づく制度となっていることから、

能登半島地震における所有者が不明又は所在不明の倒壊家屋等では、申請に時間

がかかることや、申請が行われないことが、解体・撤去の妨げとなっている。 

 首都直下地震等では、多くの建物が倒壊し、所有者が不明又は所在不明のケー

スも相当多く見込まれることから、首都機能の迅速な復旧や復興に甚大な影響を

及ぼすおそれがある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 所有者が不明又は所在不明の倒壊家屋等が残置されていることにより、被災地

の迅速な復旧・復興に支障を来す場合に、区市町村が所有者の申請によらず解体

・撤去ができるよう、公費解体制度の見直しを行うこと。その上で、具体的な判

断基準、解体・撤去の範囲や手続を明確に示すこと。 

 

所有者が不明又は所在不明の倒壊家屋等が残置されていることに

より、被災地の迅速な復旧・復興に支障を来す場合に、所有者の申請

によらず公費解体・撤去ができるよう、制度の見直しを行うこと。 

- 100 -



４ 一体的な防災対策の実現に寄与する情報共有の円滑化 
（提案要求先 内閣府） 

（都所管局 総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

 国は、令和６年４月より、データ流通機能を強化した「新総合防災情報システ

ム（以下「新システム」という。）」を稼働させた。新システムは、「災害発生

時に災害対応機関が被災状況等を早期に把握・推計し、災害情報を俯瞰
ふ か ん

的に捉え、

被害の全体像の把握を支援すること」を目的としている。従来のシステムより操

作性・データ量を大幅に強化するとともに、各自治体・機関のシステムとデータ

連携を行うことにより、国・地方公共団体間でリアルタイムに被害情報を共有し、

他道府県・都外市町村にまたがる住民避難や物資輸送等を迅速かつ緊密に調整す

ることが期待できる。 

 しかしながら、各自治体・機関が独自に開発してきた防災情報システム等と新

システムとのデータ連携に必要な技術的仕様が統一的に示されていないため、直

ちに接続することが困難である。多くの団体が新システムに参加することで、国

・自治体等の一体的な防災対策の実現に寄与するものであり、国は参加団体の増

加に向けた取組をより充実させる必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）新総合防災情報システムと自治体の防災情報システムとの接続に必要なデ

ータフォーマット形式を統一するなど、技術的な基準・環境整備を行うこと。 

（２）新総合防災情報システムへの参加促進に当たっては、導入や運用に関する

各自治体向けのガイドラインの策定や、その周知等に取り組むなど、必要な

支援を行うこと。 

   

国主導により、国・地方公共団体の一体的な防災対策実現に寄与

する情報共有の円滑化に向けた取組を早急に行うこと。 
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参  考 

 

【新総合防災情報システムについて】 

 

出典 内閣府防災 HP より 
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５ 災害時における情報伝達手段の多様化・立体化 
（提案要求先 総務省） 

（都所管局 総務局） 

 

 都では、多重系、単一系等の様々な方法で防災行政無線網を構成し、災害時の

連絡手段を確保しているが、近年のデジタルサービスの普及・多様化に伴い、通

信速度の高速化及び通信のより確実な確保が求められている。また、能登半島地

震において通信途絶が多発したことを踏まえた取組として、災害時の連絡・通信

手段を確保・強化するため、都内全区市町村にモバイル衛星通信機器を配備して

いる。 

 衛星コンステレーション、HAPS（高高度プラットフォーム）等で構成される非

地上系ネットワーク（NTN : Non-Terrestrial Network）は、地上の停電や災害の

影響を受けにくく、安定的に陸海空での高速大容量通信を可能とするものであり、

災害により地上の通信網が被害を受けた場合の通信基盤として有用である。また、

NTNのカメラやセンサーから送られるデータやそのAI分析は防災対策での有効活

用が期待できる。 

 しかし、衛星コンステレーションは、海外の民間サービスが先行し、提供事業

者との契約方法に制約があるほか、サービス継続も事業者判断に委ねられるなど、

継続的かつ安定的に利用するには課題がある。また、HAPS については、実用化に

向けた研究開発の段階にあり、主に成層圏における通信サービス提供となるため、

国内の法整備等が必要となってくる。 

 こうした NTN の技術導入については、日本国内の各事業者が個別に行っている

ため、事業者間の相互利用や連携が図られず、異なるサービス間の通信ができな

い可能性がある。 

 いつ起こるとも限らない災害に対し、NTN の構築や事業者間の連携を国主導で

推進し、災害時における情報伝達手段の多様化・立体化を早急に行うことが求め

られる。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）日本独自の衛星コンステレーションの構築に向け、調査・検討を進めるこ

と。 

（２）HAPS については、国や民間による研究開発を引き続き推進するとともに、

実用化に向けた制度整備等を着実に行うこと。 

（３）災害時における NTN の効果的な運用を見据え、全国共通のサービスなど各

自治体で共同利用可能な体制を構築すること。 

 

 

 

 

国主導による非地上系ネットワークの構築を推進し、災害時にお

ける情報伝達手段の多様化・立体化のための取組を早急に行うこと。 
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参  考 

 

NTN と衛星コンステレーション、HAPS 等のイメージ 

 

 
出典：NTT Group 

 

〇非地上系ネットワーク（NTN : Non-Terrestrial Network） 

上空に飛ばした人工衛星や無人航空機などの非地上系媒体を利用して、地上の

基地局ではカバーできない場所でも通信可能とするほか、通信エリアが地上に限

定されず、空・海・宇宙などのあらゆる場所に通信エリアが拡張されたネットワ

ークシステムのこと。 

 

〇衛星コンステレーション 

数十機～数万機にも及ぶ多数の衛星を軌道上に打ち上げて、一体的に機能させ

るシステムのこと。 

 

〇高高度プラットフォーム（HAPS : High Altitude Platform Station）（読み方

：ハップス） 

太陽光発電の電力により動作する無人の航空機や飛行船などを利用して、成層

圏での運用が想定されている空中の基地局のこと。 
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（提案要求先 内閣府・気象庁） 

（都所管局 総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

訪日外国人旅行者は訪日需要の高まりにより大幅に増加しており、令和６年

は、推計値前年度比プラス 47.1％の 3,687 万人であった。また、令和６年６月末

時点における在留外国人数は 359 万人となっており、過去最高を更新している。

こうした中、昨年発生した、能登半島地震や日向灘を震源とする地震、都内でも

被害が発生した令和元年房総半島台風及び令和元年東日本台風では、観光客を含

む多くの外国人が必要な情報を収集できない事態が生じるなど、外国人への災害

時における情報発信は喫緊の課題となっている。 

国は、緊急地震速報や気象特別警報等の防災情報について、気象庁ホームペー

ジ上では多言語で掲載しているが、防災機関や情報配信事業者等に配信される情

報は多言語化されていない。そのため、災害時に防災機関等が多言語で情報を発

信しようとしても、そのまま活用することができず、気象庁が公表している対訳

表を用いて発信主体ごとに翻訳している状況であり、迅速な情報発信が行えない、

翻訳の費用が発生するなどの課題がある。 

 また、訪日外国人旅行者が防災情報を取得できる媒体は、国や自治体等の HP

や SNS、アプリ等があるが、これらの認知度は低く、発信される情報が多言語化

されていない場合もあることから、災害発生時は情報弱者となる可能性が高い。

あわせて、外国人旅行者は都道府県を跨いだ移動が多いことから、滞在する自治

体の避難所の開設・混雑状況や災害時帰宅支援ステーション等の情報をきめ細か

く取得できるようにする必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国が防災機関や情報配信事業者等に提供する防災情報については、外国人 

への均質的かつ迅速な情報発信の観点から、一元的に多言語化を図ること。 

（２）訪日外国人旅行者が、滞在する自治体の防災情報等を円滑かつ確実に入手

できるよう、旅行者の利用頻度が高い空港やターミナル駅等における各種媒

体の周知や、各自治体が発信する情報を国の防災情報発信ツール等で案内す

るなど、情報発信の強化を図ること。 

１２ 訪日外国人旅行者等に向けた防災情報等の 

発信強化 

国が提供する防災情報の多言語化を図ること。また、訪日外国人旅

行者に対する防災情報の発信を強化すること。 
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（提案要求先 内閣府・文部科学省・国土地理院・気象庁） 

（都所管局 総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

富士山等の大規模な噴火が発生した場合、その影響は火山周辺地域のみならず、

広範な地域に影響があるとされている。火山から一定程度離れた東京都において

も降灰等をもたらし、交通や電気、水道等の都市基盤に大きな影響を与えるとと

もに、膨大な量の火山灰処理が必要となる。都は、富士山噴火を想定した大規模

な噴火時の降灰対策について検討を行い、令和５年度に「大規模噴火降灰対応指

針」を策定し、同指針を踏まえ、令和７年５月に「東京都地域防災計画火山編」

が修正したところである。 

国は、令和７年３月に、広域降灰対策の基本方針や具体的な対策の検討を進め

るに当たっての考え方や留意点を取りまとめた「首都圏における広域降灰対策ガ

イドライン」を公表した。 

しかし、降灰の観測体制や大規模噴火時の広域的な対応策をはじめ、特に膨大

な量となる火山灰の除去・処分については、処分用地の確保や降灰除去機材の確

保などを含め、自治体単独では対応が困難であることが想定されるが、火山灰の

最終処分を行うための法的な整理や具体的な手順などは示されていない。 

また、大規模な降灰が大都市にもたらす影響については、調査研究が十分にな

されておらず、火山灰による広域的な被害について、自治体単独では対応が困難

である。国は、令和７年４月に公表した「広域降灰対策に資する降灰予測情報に

関する検討会」の報告書により、防災対応のトリガーとなる警報等の発信や情報

提供に関する方向性を示したところであるが、今後、的確な調査研究及び被害予

測を行い、具体的な対策について検討を進めていくことが求められる。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）首都圏等の広域的な降灰状況の観測体制を強化し、観測成果の迅速な流通

を図ること。また、降灰予報の更なる精度向上（場所・層厚等）を図るとと

もに、降灰時の避難判断や都市機能維持のための対策等を迅速に行えるよう

広域降灰にも対応する注意報、警報を早期に導入・運用すること。 

（２）降灰による交通機関への影響に係る明確な調査研究を行うとともに、具体

的な対策を示すこと。また、国道や高速道路など都県境の道路も含めた首都

１３ 大規模な噴火時の降灰対策の推進【最重点】 

富士山等の大規模噴火による大量の降灰に備え、首都圏等の広域

的な降灰状況の観測体制の強化を図り、火山灰の最終処分の法的整

備を進めるとともに、避難のタイミング等について明確な指針を示

すこと。また、降灰による都市基盤への影響について、国において

的確な調査研究の実施及び具体的な対策の検討を行うこと。 
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圏全体の道路ネットワークの維持に係る基本計画を提示すること。 

（３）降灰によるライフライン施設等の都市基盤への影響に係る明確な調査研究

を行うとともに、その結果を踏まえ、ライフライン事業者等が行うべき降灰

対策について、推奨される資機材の仕様等を具体的に提示すること。 

（４）大量の火山灰の降灰があった際の火山灰の最終処分について、自治体や関

係機関等の意見も尊重しながら、海上投棄を可能とするなどの法的整備等を

早急に行うこと。また、処分等の費用について、活火山法等において、自治

体の負担軽減策を位置付けること。 

（５）避難のタイミングや訪日外国人等への対応など、降灰時における避難のガ

イドラインを提示すること。 

（６）大規模降灰時の国による広域的な物資供給のオペレーションを提示するこ

と。 

（７）大規模降灰が家電など家庭にある設備等に与える影響の調査研究及び周知

を行うこと。 
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参  考 

 

○ 富士山噴火による被害想定（地域防災計画火山編より抜粋） 

 

 内  容 

噴火の規模等 

規 模 宝永噴火と同程度 

継 続 期 間 16 日間 

時 期 ①梅雨期  ②その他の時期 

被 害 の 原 因 降灰 

被 害 の 範 囲 都内全域 

被 害 の 程 度 

八王子市及び町田市の一部   10cm 程度 

その他の地域         ２～10cm 程度 

(具体的範囲は別図のとおり。) 

被 害 の 概 要 

降灰に伴うもの 
健康障害、建物被害、交通・ライフライン・

農林水産業・商工業・観光業への影響 

降灰後の降雨な

どに伴うもの 

洪水、泥流、土石流にともなう人的・物的被

害 

 

 

○ 富士山噴火による降灰予想図（降灰の影響がおよぶ可能性の高い範囲） 

 

出典 富士山火山広域防災対策基本方針より 
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１ 伊豆諸島における地震・火山観測体制の強化 

（提案要求先 文部科学省・国土地理院・気象庁） 

（都所管局 総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

伊豆諸島では、昭和 58 年の三宅島噴火の溶岩流による阿古地区の埋没、昭和 61

年の伊豆大島の外輪山での割れ目噴火による全島民島外避難、平成 12 年三宅島にお

ける群発地震の発生とその後の山頂部での大規模噴火による全島民島外避難や二

酸化硫黄の大量放出による避難の長期化など、過去に度々火山災害を経験してい

る。 

このため、火山と共に暮らしていかなければならない伊豆諸島の住民が安心し

て島で生活していくためには、火山・地震活動のメカニズムを可能な限り解明し

なければならず、それゆえ継続的な火山活動の観測・調査研究が必要である。 

気象庁は、火山活動の監視、噴火警報・予報の発表等の専門機関であり、伊豆

諸島においても、その役割を果たすことが期待されるが、観測体制が不十分な島

もある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）伊豆諸島（伊豆大島、新島、神津島、三宅島、八丈島及び青ケ島）周辺の

海域における海底地震計による探査や常時地震観測など、群発地震の原因と

されるマグマ活動を観測・調査研究する体制について、事務所の設置を含め、

強化すること。 

（２）伊豆諸島の火山に対する観測・調査研究体制について、事務所の設置を含

め、計画的に整備・強化すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４ 火山に係る観測・調査研究体制の強化等 

（１）群発地震の原因とされるマグマ活動を海域において観測・調 

査研究する体制を強化すること。 

（２）伊豆諸島の火山に対する観測・調査研究体制を計画的に整 

備・強化すること。 
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参  考 

 

１ 地震観測体制の必要性 

海底地震計のデータは、海域の震源決定精度に大きく貢献できるものであり、

これによって得られた詳細な震源分布は、この地域の地下で起きていたマグマの

移動を時間的・空間的にもっとも分解能よく求めることができるものである。ま

た、三宅島の噴火活動や周辺の地殻変動データと比較することによって、地下の

マグマの挙動を知る大きな手がかりになると考えられる。 

（地学雑誌 2001VOL110(2)「地震活動から見た三宅島 2000 年噴火時のマグマの移動」より一部

抜粋） 

 

２ 別紙「火山観測機器の整備状況」参照 
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火山観測機器の整備状況 

（令和７年４月現在） 

島 名  都  気象庁  
東京大学 

地震研究所 

防災科学技術 

研究所  
国土地理院  他の国の機関  町又は村  

伊豆大島 

  ・地震計       ４  

・地震計(検知網）１  

・震度計       １  

・傾斜計       ３  

・GNSS        ３  

・空振計       ４  

・光波測距計    ２  

(器械点・反射点)  

・監視カメラ    ３  

・体積ひずみ計  １   

・地震計   

・傾斜計   

・全磁力計  

・GNSS   

・電磁気観測 

・地中温度計 

・CO2 土壌ガ

ス  

・磁力計  

  

26  

３  

10  

12  

５  

２  

１  

 ２  

・地震計       

・傾斜計   

・地磁気計  

・歪計   

・温度計   

・雨量計   

・気圧計   

  

６  

４  

３  

１  

４  

４  

４  

・GNSS      ４ 国土地理院及び

海上保安庁が地

殻変動観測、水

準測量等の観測

を実施  

・震度計 １

利 島  
・地震計    １  

・震度計    １  

・地震計（検知網）１        ・GNSS      １     

新 島  

・地震計    ３  

・震度計    １  

・地震計         ２  

・地震計（検知網）２  

・空振計          １  

・GNSS           １  

・傾斜計          １  

・監視カメラ      １  

   ・地震計           ２  ・GNSS      １   ・震度計 １

式根島  
・地震計    １  

・震度計    １  

・地震計（検知網）１       ・GNSS      １     

神津島  

・地震計    ３  

・震度計    １  

・地震計        ２  

・地震計（検知網） １ 

・空振計          １  

・傾斜計          １  

・GNSS            １  

・監視カメラ      １  

・地震計      １  ・地震計   

・傾斜計   

・歪計  

３ 

２ 

１  

・GNSS      ２     

三宅島  

・地震計  ４  

・震度計   １  

・傾斜計   ２  

・水位・水温計 ３  

・地震計        ４ 

・地震計（検知網）１ 

・空振計         ４  

・傾斜計         ２  

・GNSS           ５  

・震度計         １  

・遠望カメラ     ４  

・全磁力計        ３  

  ・地震計   

・傾斜計   

・GNSS         

・雨量計   

・気圧計   

・磁力計   

６ 

５ 

４  

２  

２  

２  

・GNSS      ４   ・震度計 １

御蔵島  
・地震計     １  

・震度計     １  

・地震計（検知網）１      ・GNSS       １     

八丈島  

・地震計     ５  

・震度計     １  

・傾斜計     １  

・地震計         ３ 

・地震計（検知網）１ 

・震度計         １  

・傾斜計         ２  

・GNSS           １  

・監視カメラ     １  

・空振計          １  

  ・地震計      ３  

  

・GNSS       １   ・震度計  １ 

青ヶ島  

・地震計    ４  

・震度計    １  

・地熱計    ３  

・地震計         ２  

・地震計(検知網) １ 

・傾斜計         １  

・空振計         １ 

・GNSS           １  

・監視カメラ     ２  

  ・地震計       1  

  

・GNSS   １      

（注）１ 数字は設置機器数  
２ 火山観測機器及び地震観測機器を区別せず掲載  
３ 臨時に設置した観測機器を除く。  
４ 気象庁の「地震計（検知網）」（津波地震早期検知網）は、地震計と震度計の機能を備えている。  
５ 式根島に設置している地震計（検知網）は、新島の地震観測と式根島の震度観測を行っているため、 

新島及び式根島それぞれに計上  
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２ 伊豆諸島における観測等の確保 

（提案要求先 気象庁） 

（都所管局 総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

平成 18 年６月の閣議決定「国の行政機関の定員の純減について」に基づき、

大島、三宅島、八丈島の各測候所は、平成 21 年 10 月 1 日に廃止となった。 

各測候所が島内の自治体等に行ってきた気象情報連絡会は、平成 21 年 10 月以

降、気象庁予報部予報課と東京管区気象台がその業務を引き継いでいるが、島の

特性に応じたきめ細かな情報提供や助言が十分に行われていない。 

大島と三宅島には気象庁の火山防災連絡事務所が設置され、火山観測・火山活

動解説・火山観測機器点検保守業務を行っているが、火山に関する業務のみであ

り、気象情報等については、対応していない。 

伊豆諸島は、離島という地域特性を有することから、測候所の存在は島しょ町

村住民にとって防災体制の要として認識されてきた。島民の安心・安全のために、

各測候所が担ってきた観測及び的確な情報提供等の機能の代替を確保すること

が求められている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

地震、火山、津波、台風等自然災害について、大島、三宅島、八丈島の各測候

所が行ってきた観測及び島しょ町村等に対する的確な情報提供等の機能を確保

すること。 

（１）島しょ町村に定期的な現地調査を行い、現状把握を行うこと。 

（２）島しょ町村との意見交換を通じ、適切な助言を行うこと。 

 

大島、三宅島、八丈島の各測候所が担ってきた観測及び的確な情

報提供等の機能を確保すること。 
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参  考 

 

○ 国の行政機関の定員の純減について（抜粋） 

（平成 18 年６月 30 日付閣議決定） 

１ 国の行政機関の定員の５年５％以上の純減 

国の行政機関の定員（平成 17 年度末定員を基準とする。以下同じ。332,034

人に対して、平成 18 年度から 22 年度までの５年間で５％以上の純減を行う。 

２ 重点事項別の取組等 

上記１の純減を実施するため、次のとおり取り組む。事項別の業務見直し

等の内容は、別紙のとおりとする。 

（１）次の重点事項については、業務見直し及び定員管理により、次のそれぞ

れの目標数以上の純減を行う。 

⑬ 気象庁関係 

定員 5,958 人について、定員管理による純減のほか、業務見直しによ

り 192 人を純減する。 

 

【別紙抜粋】 

重点事項名 業務見直し等の内容 

気象庁関係 

① 気象庁 5,958 人について、定員管理による純減のほか、

次のとおり、業務見直しにより 192 人の定員を純減する。 

－気象研究所を非公務員型独立行政法人とすることにより

174 人を純減 

－解説業務の遠隔化及び観測業務の可能な限りの自動化を実

施することにより測候所を原則廃止し、18 人を純減 

② 以上のほか、機械化・自動化の進展等を反映した予報・観

測業務の一層の効率化について、毎年度の厳格な定員管理

の枠組みの中で厳しくチェックを行い、更なる定員の純減

数の確保に取り組む。 

③ 今後、気象大学校において地方気象台の中核的な要員を育

成するシステムについて、中立的な立場から評価を実施し、

結果を公表する。 

 

○ 今年度の測候所の機械化・無人化について（抜粋） 

（平成 21 年６月５日付東京管区気象台） 

１ （略） 

２ 特別地域気象観測所への移行日 

   大島測候所、三宅島測候所、八丈島測候所、軽井沢測候所は、平成 21 年    

  10 月１日に無人化（特別地域気象観測所への移行）を実施します。 
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